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(57)【要約】
　超音波観測装置３は、Ｂモード画像を生成するＢモー
ド画像生成部３５１、モード選択情報が入力されるモー
ド選択情報入力部３８１、超音波画像上に網の目状の境
界により複数に分割された分割領域が表示されるように
超音波画像を処理した境界合成画像を生成する境界画像
合成部３６１、Ｂモード画像の任意の領域を選択する領
域選択情報が入力される領域選択情報入力部３８２、及
び、領域選択情報で選択された任意の領域を基に、モー
ド選択情報において選択された動作モードに予め対応付
けられた関心領域設定方法を用いて算出することで、関
心領域を設定する関心領域設定部３３４を備える。これ
により、簡易な操作で動作モードごとに適した関心領域
を設定することができる超音波観測装置を提供する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する
超音波観測装置であって、
　前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振幅を輝度に変換して
２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成部と、
　複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動作モード、
及び、前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を検出するた
めの第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報の入力を受け付け
るモード選択情報入力部と、
　前記表示部に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により複数に分割された分
割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を生成する境界画像合
成部と、
　複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報の入力を受け付ける領域選
択情報入力部と、
　前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記モード選択情報において
選択された動作モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出することで、
前記動作モードに応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心領域を設定する関心
領域設定部と、
　前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域に対して前
記モード選択情報によって選択された前記動作モードに応じた処理を行うことによって得
られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像を生成する
モード画像合成部と、
　を備えたことを特徴とする超音波観測装置。
【請求項２】
　前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の関心領域設定方法の中から、前記モー
ド選択情報において選択された動作モードに応じた関心領域設定方法を選択する関心領域
設定方法選択部をさらに備え、
　前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記
関心領域設定方法選択部によって選択された関心領域設定方法を用いて前記関心領域を設
定することを特徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項３】
　前記超音波内視鏡の識別情報を取得する内視鏡情報取得部をさらに備え、
　前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記
モード選択情報において選択された動作モード及び前記内視鏡情報取得部によって取得さ
れた前記超音波内視鏡の識別情報に予め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出す
ることで、前記関心領域を設定することを特徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項４】
　前記動作モードと前記超音波内視鏡の識別情報との組み合わせごとに予め対応付けられ
た複数の関心領域設定方法の中から、前記モード選択情報において選択された動作モード
及び前記内視鏡情報取得部によって取得された前記超音波内視鏡の識別情報に応じた関心
領域設定方法を選択する関心領域設定方法選択部をさらに備え、
　前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記
関心領域設定方法選択部によって選択された関心領域設定方法を用いて前記関心領域を設
定することを特徴とする請求項３に記載の超音波観測装置。
【請求項５】
　前記領域選択情報入力部は、音声で入力された前記領域選択情報を受け付けることを特
徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項６】
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　前記境界とともに、前記超音波画像の各領域に対応する位置に各領域を識別するための
領域識別情報を示した境界画像を生成する境界画像生成部をさらに備え、
　前記境界画像合成部は、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像上に前記
境界画像生成部が生成した前記境界画像が重畳されるように前記Ｂモード画像と前記境界
画像とを合成した前記境界合成画像を生成することを特徴とする請求項１に記載の超音波
観測装置。
【請求項７】
　前記境界画像合成部或いは前記モード画像合成部が生成した合成画像を、当該超音波観
測装置が接続する表示装置に表示させる表示制御部をさらに備えたことを特徴とする請求
項１に記載の超音波観測装置。
【請求項８】
　前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の関心領域設定方法を記憶する記憶部を
備えることを特徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項９】
　前記第１の動作モード及び前記第２の動作モードは、フローモード、エラストモード、
造影剤モードを含むことを特徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項１０】
　前記関心領域設定部は、前記モード選択情報において前記フローモードが選択され、か
つ、前記領域選択情報において第１の領域及び第２の領域が選択された場合、前記第１の
領域及び前記第２の領域と、前記第１の領域及び前記第２の領域を通過する音線のうち最
も浅い深度から最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域とを、前記関心領域と
して設定することを特徴とする請求項９に記載の超音波観測装置。
【請求項１１】
　前記関心領域設定部は、前記モード選択情報において前記エラストモードが選択された
場合であって、前記領域選択情報において第１の領域及び第２の領域が選択された場合、
前記第１の領域及び前記第２の領域と、前記第１の領域及び前記第２の領域を通過する音
線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域とにおける
各領域の対角線の中点を頂点とする領域を前記関心領域として設定することを特徴とする
請求項９に記載の超音波観測装置。
【請求項１２】
　前記関心領域設定部は、前記モード選択情報において前記造影剤モードが選択された場
合、前記領域選択情報において選択された領域と該領域の周囲の所定範囲の領域とを前記
関心領域として設定することを特徴とする請求項９に記載の超音波観測装置。
【請求項１３】
　前記関心領域設定部は、前記内視鏡情報取得部によって前記超音波内視鏡が先端開口部
から穿刺針を突出可能であるコンベックスタイプであることを示す識別情報が取得された
場合、前記領域選択情報において選択された領域と、前記穿刺針の先端が通る経路が含ま
れる領域とを少なくとも含むように前記関心領域を設定することを特徴とする請求項３に
記載の超音波観測装置。
【請求項１４】
　前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の境界パターンの中から、前記モード選
択情報において選択された動作モードに応じた境界パターンを前記境界合成画像の境界と
して設定する境界パターン設定部をさらに備え、
　前記境界画像合成部は、前記境界パターン設定部によって設定された境界パターンで前
記境界を示した前記境界合成画像を生成することを特徴とする請求項１に記載の超音波観
測装置。
【請求項１５】
　前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の境界パターンを記憶する記憶部を備え
ることを特徴とする請求項１４に記載の超音波観測装置。
【請求項１６】
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　前記第１の動作モード及び前記第２の動作モードは、造影剤モードを含み、
　前記境界パターン設定部は、前記モード選択情報において前記造影剤モードが選択され
た場合、所定の基準境界パターンが分割する領域よりも大きな領域に分割する境界を示す
境界パターンを設定することを特徴とする請求項１４に記載の超音波観測装置。
【請求項１７】
　前記動作モードと前記超音波内視鏡の識別情報との組み合わせごとに予め対応付けられ
た複数の境界パターンの中から、前記モード選択情報において選択された動作モード及び
前記内視鏡情報取得部によって取得された前記超音波内視鏡の識別情報に応じた境界パタ
ーンを前記境界合成画像の境界として設定する境界パターン設定部をさらに備え、
　前記境界画像合成部は、前記境界パターン設定部によって設定された境界パターンで前
記境界を示した前記境界合成画像を生成することを特徴とする請求項３に記載の超音波観
測装置。
【請求項１８】
　前記境界パターン設定部は、前記超音波内視鏡が先端開口部から穿刺針を突出可能であ
るコンベックスタイプであることを示す識別情報が前記内視鏡情報取得部によって取得さ
れた場合、所定の基準境界パターンが分割する領域のうち前記穿刺針の先端が到達すると
推定できる領域を囲む境界の内部をさらに複数に区切った境界パターンを設定することを
特徴とする請求項１７に記載の超音波観測装置。
【請求項１９】
　前記境界パターン設定部は、前記超音波内視鏡が先端開口部から穿刺針を突出可能であ
るコンベックスタイプであることを示す識別情報が前記内視鏡情報取得部によって取得さ
れた場合、所定の基準境界パターンが分割する領域のうち前記穿刺針の先端が到達すると
推定できる領域を囲む境界を所定の倍率で拡大し、該拡大した境界の内部をさらに複数に
区切った境界パターンを設定することを特徴とする請求項１７に記載の超音波観測装置。
【請求項２０】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡と、前記超音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて表示用の超音波画像を
生成する超音波観測装置と、前記超音波観測装置が生成した超音波画像を表示する表示装
置と、を有する超音波観測システムであって、
　前記超音波観測装置は、
　前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振幅を輝度に変換して
２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成部と、
　複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動作モード、
及び、前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を検出するた
めの第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報の入力を受け付け
るモード選択情報入力部と、
　前記表示装置に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により複数に分割された
分割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を生成する境界画像
合成部と、
　複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報の入力を受け付ける領域選
択情報入力部と、
　前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記モード選択情報において
選択された動作モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出することで、
前記動作モードに応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心領域を設定する関心
領域設定部と、
　前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域に対して前
記モード選択情報によって選択された前記動作モードに応じた処理を行うことによって得
られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像を生成する
モード画像合成部と、
　を備えたことを特徴とする超音波観測システム。
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【請求項２１】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する
超音波観測装置の作動方法であって、
　Ｂモード画像生成部が、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波
の振幅を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成処理と
、
　表示制御部が、前記Ｂモード画像を前記表示部に表示させる超音波画像表示制御処理と
、
　モード設定部が、複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第
１の動作モード、及び、前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体
情報を検出するための第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報
において選択された動作モードを設定するモード設定処理と、
　境界画像合成部が、前記表示部に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により
複数に分割された分割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を
生成する境界画像合成処理と、
　前記表示制御部が、前記境界合成画像を前記表示部に表示させる境界合成画像表示制御
処理と、
　領域選択情報入力部が、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報の
入力を受け付ける領域選択情報入力処理と、
　関心領域設定部が、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記モー
ド選択情報において選択された動作モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用い
て算出することで、前記動作モードに応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心
領域を設定する関心領域設定処理と、
　モード画像合成部が、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前
記関心領域に対して前記モード選択情報によって選択された前記動作モードに応じた処理
を行うことによって得られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモー
ド合成画像を生成し、前記表示制御部が、前記モード合成画像を前記表示部に表示させる
モード処理と、
　を含むことを特徴とする超音波観測装置の作動方法。
【請求項２２】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する
超音波観測装置に、
　Ｂモード画像生成部が、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波
の振幅を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成手順と
、
　表示制御部が、前記Ｂモード画像を前記表示部に表示させる超音波画像表示制御手順と
、
　モード設定部が、複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第
１の動作モード、及び、前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体
情報を検出するための第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報
において選択された動作モードを設定するモード設定手順と、
　境界画像合成部が、前記表示部に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により
複数に分割された分割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を
生成する境界画像合成手順と、
　前記表示制御部が、前記境界合成画像を前記表示部に表示させる境界合成画像表示制御
手順と、
　領域選択情報入力部が、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報の
入力を受け付ける領域選択情報入力手順と、
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　関心領域設定部が、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記モー
ド選択情報において選択された動作モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用い
て算出することで、前記動作モードに応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心
領域を設定する関心領域設定手順と、
　モード画像合成部が、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前
記関心領域に対して前記モード選択情報によって選択された前記動作モードに応じた処理
を行うことによって得られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモー
ド合成画像を生成し、前記表示制御部が、前記モード合成画像を前記表示部に表示させる
モード手順と、
　を実行させることを特徴とする超音波観測装置の作動プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を用いて観測対象を観測する超音波観測装置、超音波観測システム、
超音波観測装置の作動方法及び超音波観測装置の作動プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　観測対象である生体組織または材料の特性を観測するために、超音波を適用することが
ある。具体的には、観測対象に超音波を送信し、その観測対象によって反射された超音波
エコーに対して所定の信号処理を施すことにより、観測対象の特性に関する情報を取得す
る。
【０００３】
　超音波を適用した体内の生体組織などの診断には、挿入部の先端に超音波振動子が設け
られた超音波内視鏡が用いられる。医師などの術者は、挿入部を体内に挿入後、手元の操
作部を操作することにより、超音波振動子が超音波エコーを取得し、該超音波エコーに基
づく情報（超音波画像）をもとに診断を行う。超音波観測システムでは、より詳細に診断
したい場合や別視点の診断から総合的に結果の確度を上げたい場合などに、フローモード
、エラストモード、造影剤モード等の各種動作モードで超音波画像を表示している。具体
的には、基本となるＢモード画像上に、関心領域を設定し、関心領域に対して、設定され
た動作モードに対応した演算等の処理を行うことによって得られた付加情報を２次元で示
した動作モード画像を生成して、Ｂモード画像上に重畳し、モニタに表示している。
【０００４】
　従来、ダイヤルリング、トラックボール及びマウス等のポインティングデバイスを用い
て、超音波画像における関心領域を設定する構成が提案されている（例えば、特許文献１
参照）。特許文献１では、関心領域の候補領域として大きさや位置が異なる複数の領域の
組み合わせが設定されている。操作者は、ポインティングデバイスを操作して、関心領域
の候補領域を表示させた後、再度ポインティングデバイスを操作して、動作モードに合う
候補領域を選択することによって関心領域を設定する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－１１２４３６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１が開示する技術では、操作者は、動作モードに適した関心領
域を設定するまでにポインティングデバイスを複数回操作する必要があり、煩雑であった
。
【０００７】
　本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、簡易な操作で動作モードごとに適した
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関心領域を設定することができる超音波観測装置、超音波観測システム、超音波観測装置
の作動方法及び超音波観測装置の作動プログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明にかかる超音波観測装置は、観
測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超音波
内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する超音
波観測装置であって、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振
幅を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成部と、複数
の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動作モード、及び、
前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を検出するための第
２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報の入力を受け付けるモー
ド選択情報入力部と、前記表示部に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により
複数に分割された分割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を
生成する境界画像合成部と、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報
の入力を受け付ける領域選択情報入力部と、前記領域選択情報において選択された任意の
領域を基に、前記モード選択情報において選択された動作モードに予め対応付けられた関
心領域設定方法を用いて算出することで、前記動作モードに応じた処理の対象領域である
前記超音波画像の関心領域を設定する関心領域設定部と、前記Ｂモード画像生成部が生成
した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域に対して前記モード選択情報によって選択さ
れた前記動作モードに応じた処理を行うことによって得られた付加情報を２次元で示した
動作モード画像を重畳させたモード合成画像を生成するモード画像合成部と、を備えたこ
とを特徴とする。
【０００９】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の関
心領域設定方法の中から、前記モード選択情報において選択された動作モードに応じた関
心領域設定方法を選択する関心領域設定方法選択部をさらに備え、前記関心領域設定部は
、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記関心領域設定方法選択部
によって選択された関心領域設定方法を用いて前記関心領域を設定することを特徴とする
。
【００１０】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記超音波内視鏡の識別情報を取得する内視鏡情報
取得部をさらに備え、前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意
の領域を基に、前記モード選択情報において選択された動作モード及び前記内視鏡情報取
得部によって取得された前記超音波内視鏡の識別情報に予め対応付けられた関心領域設定
方法を用いて算出することで、前記関心領域を設定することを特徴とする。
【００１１】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記動作モードと前記超音波内視鏡の識別情報との
組み合わせごとに予め対応付けられた複数の関心領域設定方法の中から、前記モード選択
情報において選択された動作モード及び前記内視鏡情報取得部によって取得された前記超
音波内視鏡の識別情報に応じた関心領域設定方法を選択する関心領域設定方法選択部をさ
らに備え、前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基
に、前記関心領域設定方法選択部によって選択された関心領域設定方法を用いて前記関心
領域を設定することを特徴とする。
【００１２】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記領域選択情報入力部は、音声で入力された前記
領域選択情報を受け付けることを特徴とする。
【００１３】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記境界とともに、前記超音波画像の各領域に対応
する位置に各領域を識別するための領域識別情報を示した境界画像を生成する境界画像生
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成部をさらに備え、前記境界画像合成部は、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモ
ード画像上に前記境界画像生成部が生成した前記境界画像が重畳されるように前記Ｂモー
ド画像と前記境界画像とを合成した前記境界合成画像を生成することを特徴とする。
【００１４】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記境界画像合成部或いは前記モード画像合成部が
生成した合成画像を、当該超音波観測装置が接続する表示装置に表示させる表示制御部を
さらに備えたことを特徴とする。
【００１５】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の関
心領域設定方法を記憶する記憶部を備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記第１の動作モード及び前記第２の動作モードは
、フローモード、エラストモード、造影剤モードを含むことを特徴とする。
【００１７】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記関心領域設定部は、前記モード選択情報におい
て前記フローモードが選択され、かつ、前記領域選択情報において第１の領域及び第２の
領域が選択された場合、前記第１の領域及び前記第２の領域と、前記第１の領域及び前記
第２の領域を通過する音線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深度の音線が
通過する領域とを、前記関心領域として設定することを特徴とする。
【００１８】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記関心領域設定部は、前記モード選択情報におい
て前記エラストモードが選択された場合であって、前記領域選択情報において第１の領域
及び第２の領域が選択された場合、前記第１の領域及び前記第２の領域と、前記第１の領
域及び前記第２の領域を通過する音線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深
度の音線が通過する領域とにおける各領域の対角線の中点を頂点とする領域を前記関心領
域として設定することを特徴とする。
【００１９】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記関心領域設定部は、前記モード選択情報におい
て前記造影剤モードが選択された場合、前記領域選択情報において選択された領域と該領
域の周囲の所定範囲の領域とを前記関心領域として設定することを特徴とする。
【００２０】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記関心領域設定部は、前記内視鏡情報取得部によ
って前記超音波内視鏡が先端開口部から穿刺針を突出可能であるコンベックスタイプであ
ることを示す識別情報が取得された場合、前記領域選択情報において選択された領域と、
前記穿刺針の先端が通る経路が含まれる領域とを少なくとも含むように前記関心領域を設
定することを特徴とする。
【００２１】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の境
界パターンの中から、前記モード選択情報において選択された動作モードに応じた境界パ
ターンを前記境界合成画像の境界として設定する境界パターン設定部をさらに備え、前記
境界画像合成部は、前記境界パターン設定部によって設定された境界パターンで前記境界
を示した前記境界合成画像を生成することを特徴とする。
【００２２】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の境
界パターンを記憶する記憶部を備えることを特徴とする。
【００２３】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記第１の動作モード及び前記第２の動作モードは
、造影剤モードを含み、前記境界パターン設定部は、前記モード選択情報において前記造
影剤モードが選択された場合、所定の基準境界パターンが分割する領域よりも大きな領域
に分割する境界を示す境界パターンを設定することを特徴とする。
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【００２４】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記動作モードと前記超音波内視鏡の識別情報との
組み合わせごとに予め対応付けられた複数の境界パターンの中から、前記モード選択情報
において選択された動作モード及び前記内視鏡情報取得部によって取得された前記超音波
内視鏡の識別情報に応じた境界パターンを前記境界合成画像の境界として設定する境界パ
ターン設定部をさらに備え、前記境界画像合成部は、前記境界パターン設定部によって設
定された境界パターンで前記境界を示した前記境界合成画像を生成することを特徴とする
。
【００２５】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記境界パターン設定部は、前記超音波内視鏡が先
端開口部から穿刺針を突出可能であるコンベックスタイプであることを示す識別情報が前
記内視鏡情報取得部によって取得された場合、所定の基準境界パターンが分割する領域の
うち前記穿刺針の先端が到達すると推定できる領域を囲む境界の内部をさらに複数に区切
った境界パターンを設定することを特徴とする。
【００２６】
　本発明にかかる超音波観測装置は、前記境界パターン設定部は、前記超音波内視鏡が先
端開口部から穿刺針を突出可能であるコンベックスタイプであることを示す識別情報が前
記内視鏡情報取得部によって取得された場合、所定の基準境界パターンが分割する領域の
うち前記穿刺針の先端が到達すると推定できる領域を囲む境界を所定の倍率で拡大し、該
拡大した境界の内部をさらに複数に区切った境界パターンを設定することを特徴とする。
【００２７】
　本発明にかかる超音波観測システムは、観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記
被検体で反射された超音波を受信する超音波内視鏡と、前記超音波内視鏡が取得した超音
波信号に基づいて表示用の超音波画像を生成する超音波観測装置と、前記超音波観測装置
が生成した超音波画像を表示する表示装置と、を有する超音波観測システムであって、前
記超音波観測装置は、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振
幅を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成部と、複数
の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動作モード、及び、
前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を検出するための第
２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報の入力を受け付けるモー
ド選択情報入力部と、前記表示装置に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界によ
り複数に分割された分割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像
を生成する境界画像合成部と、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情
報の入力を受け付ける領域選択情報入力部と、前記領域選択情報において選択された任意
の領域を基に、前記モード選択情報において選択された動作モードに予め対応付けられた
関心領域設定方法を用いて算出することで、前記動作モードに応じた処理の対象領域であ
る前記超音波画像の関心領域を設定する関心領域設定部と、前記Ｂモード画像生成部が生
成した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域に対して前記モード選択情報によって選択
された前記動作モードに応じた処理を行うことによって得られた付加情報を２次元で示し
た動作モード画像を重畳させたモード合成画像を生成するモード画像合成部と、を備えた
ことを特徴とする。
【００２８】
　本発明にかかる超音波観測装置の作動方法は、観測対象である被検体へ超音波を送信し
、前記被検体で反射された超音波を受信する超音波内視鏡が取得した超音波信号に基づい
て、表示部に表示される超音波画像を生成する超音波観測装置の作動方法であって、Ｂモ
ード画像生成部が、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振幅
を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成処理と、表示
制御部が、前記Ｂモード画像を前記表示部に表示させる超音波画像表示制御処理と、モー
ド設定部が、複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動
作モード、及び、前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を
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検出するための第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報におい
て選択された動作モードを設定するモード設定処理と、境界画像合成部が、前記表示部に
表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により複数に分割された分割領域が表示さ
れるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を生成する境界画像合成処理と、前記
表示制御部が、前記境界合成画像を前記表示部に表示させる境界合成画像表示制御処理と
、領域選択情報入力部が、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報の
入力を受け付ける領域選択情報入力処理と、関心領域設定部が、前記領域選択情報におい
て選択された任意の領域を基に、前記モード選択情報において選択された動作モードに予
め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出することで、前記動作モードに応じた処
理の対象領域である前記超音波画像の関心領域を設定する関心領域設定処理と、モード画
像合成部が、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域
に対して前記モード選択情報によって選択された前記動作モードに応じた処理を行うこと
によって得られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像
を生成し、前記表示制御部が、前記モード合成画像を前記表示部に表示させるモード処理
と、を含むことを特徴とする。
【００２９】
　本発明にかかる超音波観測装置の作動プログラムは、観測対象である被検体へ超音波を
送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超音波内視鏡が取得した超音波信号に
基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する超音波観測装置に、Ｂモード画像生
成部が、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振幅を輝度に変
換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成手順と、表示制御部が、
前記Ｂモード画像を前記表示部に表示させる超音波画像表示制御手順と、モード設定部が
、複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動作モード、
及び、前記第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を検出するた
めの第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択するモード選択情報において選択され
た動作モードを設定するモード設定手順と、境界画像合成部が、前記表示部に表示される
前記超音波画像上に網の目状の境界により複数に分割された分割領域が表示されるように
前記超音波画像を処理した境界合成画像を生成する境界画像合成手順と、前記表示制御部
が、前記境界合成画像を前記表示部に表示させる境界合成画像表示制御手順と、領域選択
情報入力部が、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する領域選択情報の入力を受け
付ける領域選択情報入力手順と、関心領域設定部が、前記領域選択情報において選択され
た任意の領域を基に、前記モード選択情報において選択された動作モードに予め対応付け
られた関心領域設定方法を用いて算出することで、前記動作モードに応じた処理の対象領
域である前記超音波画像の関心領域を設定する関心領域設定手順と、モード画像合成部が
、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域に対して前
記モード選択情報によって選択された前記動作モードに応じた処理を行うことによって得
られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像を生成し、
前記表示制御部が、前記モード合成画像を前記表示部に表示させるモード手順と、を実行
させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明によれば、簡易な操作で動作モードごとに適した関心領域を設定することができ
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図１は、本発明の実施の形態１にかかる超音波観測システムの構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図２は、図１に示す関心領域設定方法テーブルの一例を示す図である。
【図３】図３は、図１に示す超音波観測装置が関心領域を設定し、設定した関心領域に対
応する合成画像を生成するまでの処理手順を示すフローチャートである。
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【図４】図４は、図１に示す超音波観測装置が生成するＢモード画像と、該Ｂモード画像
に境界画像を重畳させた境界合成画像との一例を示す図である。
【図５】図５は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図６】図６は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図７】図７は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図８】図８は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図９】図９は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図１０】図１０は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図１１】図１１は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図１２】図１２は、関心領域設定方法の一例を説明するための図である。
【図１３】図１３は、本実施の形態２にかかる超音波観測システムの構成を示すブロック
図である。
【図１４】図１４は、図１３に示す境界パターンテーブルの一例を示す図である。
【図１５】図１５は、図１３に示す超音波観測装置が関心領域を設定し、設定した関心領
域に対応する合成画像を生成するまでの処理手順を示すフローチャートである。
【図１６】図１６は、境界パターンの一例を説明するための図である。
【図１７】図１７は、境界パターンの一例を説明するための図である。
【図１８】図１８は、境界パターンの一例を説明するための図である。
【図１９】図１９は、境界パターンの一例を説明するための図である。
【図２０】図２０は、境界パターンの一例を説明するための図である。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
　以下、添付図面を参照して、本発明を実施するための形態（以下、「実施の形態」とい
う）を説明する。また、以下の説明において、超音波エコーに基づく超音波画像を生成す
る超音波観測システムを例示するが、この実施の形態によって本発明が限定されるもので
はない。また、同一の構成には同一の符号を付して説明する。
【００３３】
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１にかかる超音波観測システムの構成を示すブロック図で
ある。図１に示す超音波観測システム１は、超音波を用いて観測対象を観測するためのシ
ステムである。超音波観測システム１は、観測対象である被検体へ超音波を送信し、該被
検体で反射された超音波を受信する超音波内視鏡２と、超音波内視鏡２が取得した超音波
信号に基づいて、表示装置４に表示される超音波画像を生成する超音波観測装置３と、超
音波観測装置３と接続して超音波観測装置３が生成した画像を表示する表示装置４と、を
備える。
【００３４】
　超音波内視鏡２は、先端部に設けられた超音波振動子２１と、内視鏡情報メモリ２２と
、を有する。超音波振動子２１は、超音波観測装置３から受信した電気的なパルス信号を
超音波パルス（音響パルス）に変換して被検体へ照射するとともに、被検体で反射された
超音波エコーを電圧変化で表現する電気的なエコー信号（超音波信号）に変換して出力す
る。超音波振動子２１は、ラジアル振動子、コンベックス振動子及びリニア振動子のいず
れでも構わない。超音波内視鏡２は、超音波振動子２１をメカ的に走査させるものであっ
てもよいし、超音波振動子２１として複数の素子をアレイ状に設け、送受信にかかわる素
子を電子的に切り替えたり、各素子の送受信に遅延をかけたりすることで、電子的に走査
させるものであってもよい。内視鏡情報メモリ２２は、超音波内視鏡２の識別情報である
識別用のＩＤを含む各種情報を記憶する。超音波観測装置３は、内視鏡情報メモリ２２が
記憶する識別情報によって、超音波内視鏡２が、いずれの世代のものであって、ラジアル
振動子を有するラジアルタイプ、コンベックス振動子を有し先端開口部から穿刺針を突出
可能であるコンベックスタイプ、リニア振動子を有するリニアタイプ等のいずれのタイプ
であるかを判別することができる。
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【００３５】
　超音波内視鏡２は、通常は撮像光学系及び撮像素子を有しており、被検体の消化管（食
道、胃、十二指腸、大腸）、または呼吸器（気管、気管支）へ挿入され、消化管、呼吸器
やその周囲臓器（膵臓、胆嚢、胆管、胆道、リンパ節、縦隔臓器、血管等）を撮像するこ
とが可能である。また、超音波内視鏡２は、撮像時に被検体へ照射する照明光を導くライ
トガイドを有する。このライトガイドは、先端部が超音波内視鏡２の被検体への挿入部の
先端まで達する一方、基端部が照明光を発生する光源装置に接続される。
【００３６】
　超音波観測装置３は、送信部３１、受信信号処理部３２、制御部３３、画像処理部３４
、表示制御部３７、入力部３８及び記憶部３９を備える。
【００３７】
　送信部３１は、超音波内視鏡２と電気的に接続され、所定の波形及び送信タイミングに
基づいて高電圧パルスからなる送信信号（パルス信号）を超音波振動子２１へ送信する。
送信部３１が送信するパルス信号の周波数帯域は、超音波振動子２１におけるパルス信号
の超音波パルスへの電気音響変換の線型応答周波数帯域をほぼカバーする広帯域にすると
よい。送信部３１は、制御部３３が出力する各種制御信号を超音波内視鏡２に対して送信
する。
【００３８】
　受信信号処理部３２は、超音波内視鏡２と電気的に接続され、超音波振動子２１から電
気的な受信信号であるエコー信号（超音波信号）を受信し、該受信したエコー信号を処理
して、デジタルの高周波（ＲＦ：Radio　Frequency）信号のデータ（以下、ＲＦデータと
いう）を生成する。受信信号処理部３２は、ＲＦデータに対して、フィルター処理、増幅
処理、位相変換処理、遅延補正処理、合成処理、対数変換処理及びフーリエ変換処理等を
行い、処理後のＲＦデータを画像処理部３４に出力する。受信信号処理部３２は、超音波
内視鏡２の内視鏡情報メモリ２２から識別用のＩＤを含む識別情報を受信して制御部３３
へ出力する。受信信号処理部３２は、Ｂモード画像生成用のエコー信号を処理するＢモー
ド信号処理部３２１、フローモード画像生成用のエコー信号を処理するフローモード信号
処理部３２２、エラストモード画像生成用のエコー信号を処理するエラストモード信号処
理部３２３、及び、造影剤モード画像生成用のエコー信号を処理する造影剤モード信号処
理部３２４を有する。
【００３９】
　制御部３３は、超音波観測システム１全体を制御する。制御部３３は、演算及び制御機
能を有するＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現される。制御部３３は、記憶部３９が記
憶、格納する情報を記憶部３９から読み出し、超音波観測装置３の作動方法に関連した各
種演算処理を実行することによって超音波観測装置３を統括して制御する。なお、制御部
３３を画像処理部３４と共通のＣＰＵ等を用いて構成することも可能である。制御部３３
は、内視鏡情報取得部３３１、モード設定部３３２、関心領域設定方法選択部３３３及び
関心領域設定部３３４を備える。関心領域は、後述する超音波画像であるＢモード画像上
に設定された領域であり、動作モードに応じた処理の対象領域となる。なお、関心領域は
、所定の領域がデフォルト設定されており、後述する関心領域設定部３３４において、動
作モードに応じて最適化される。
【００４０】
　内視鏡情報取得部３３１は、受信信号処理部３２から入力された超音波内視鏡２の識別
用のＩＤを含む識別情報を取得して、超音波観測装置３に接続されている超音波内視鏡２
のタイプ、世代等の各種情報を取得する。
【００４１】
　モード設定部３３２は、後述する入力部３８のモード選択情報入力部３８１が受け付け
たモード選択情報を取得し、超音波観測装置３が実行可能である複数の動作モードの中か
ら、モード選択情報において選択された動作モードを、実際に実行する動作モードとして
設定する。実施の形態１では、動作モードが、フローモード、エラストモード、造影剤モ
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ードのうちの少なくとも一つである場合を例に説明する。
【００４２】
　フローモードは、設定された関心領域におけるドプラシフトを解析して血液を検出し、
血流の有無や血流の方向を色分けした２次元情報を重畳するモードである。なお、Ｂモー
ド画像は、ＲＦデータを基に、反射された超音波の振幅を輝度に変換して２次元で示した
グレースケール画像である。エラストモードは、超音波内視鏡２を観測対象に押し当てた
際に得られる信号と、超音波内視鏡２を観測対象に押し当てていない場合に得られる信号
との差分（変化量）に基づき、関心領域における観測対象の硬さに関する情報を取得し、
Ｂモード画像上に硬さに応じた色情報を重畳するモードである。造影剤モードは、超音波
造影剤を併用し、超音波造影剤からの高調波成分を画像化するモードであり、血液内に超
音波造影剤が入れられた場合には、広範囲に設定された関心領域における血流情報を取得
し、Ｂモード画像上に血流情報に応じた色情報を重畳するモードである。
【００４３】
　関心領域設定方法選択部３３３は、動作モードごとに予め対応付けられた複数の関心領
域設定方法の中から、モード選択情報において選択された動作モード、すなわち、実際に
実行する動作モードとして設定された動作モードに応じた関心領域設定方法を選択する。
関心領域設定方法選択部３３３は、動作モードに加えて超音波内視鏡２の識別情報も考慮
して、関心領域設定方法を選択する。関心領域設定方法選択部３３３は、動作モードと超
音波内視鏡２の識別情報との組み合わせごとに予め対応付けられた複数の関心領域設定方
法の中から、モード選択情報において選択された動作モード及び内視鏡情報取得部３３１
によって取得された超音波内視鏡２の識別情報に応じた関心領域設定方法を選択する。複
数の関心領域設定方法は、後述する記憶部３９の関心領域設定方法テーブル３９１に動作
モードごとに対応付けられた状態で記憶される。
【００４４】
　関心領域設定部３３４は、後述する入力部３８の領域選択情報入力部３８２が受け付け
た領域選択情報において選択された任意の領域を基に、関心領域設定方法選択部３３３に
よって選択された関心領域設定方法を用いて算出することで、実際に実行する動作モード
として設定された動作モードに応じた関心領域を設定する。
【００４５】
　画像処理部３４は、受信信号処理部３２から受信したＲＦデータをもとにデジタルの表
示用の各種画像を生成する。画像処理部３４は、ＣＰＵや各種演算回路等を用いて実現さ
れる。画像処理部３４は、画像生成部３５と、画像合成部３６と、を有する。
【００４６】
　画像生成部３５は、座標変換処理、補間処理、画像フィルター処理、相関処理等を行う
ことによって各種画像を生成する。画像生成部３５は、Ｂモード画像生成部３５１、フロ
ーモード画像生成部３５２、エラストモード画像生成部３５３、造影剤モード画像生成部
３５４及び境界画像生成部３５５を有する。
【００４７】
　Ｂモード画像生成部３５１は、ＲＦデータの振幅を輝度に変換して表示する超音波画像
（観測画像）であるＢモード画像を生成する。Ｂモード画像は、色空間としてＲＧＢ表色
系を採用した場合の変数であるＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）の値を一致させたグレース
ケール画像である。Ｂモード画像生成部３５１は、受信信号処理部３２から出力されるデ
ジタルのＲＦデータに対して順次画像処理を施して生成したＢモード画像を画像合成部３
６に出力する。
【００４８】
　フローモード画像生成部３５２、エラストモード画像生成部３５３及び造影剤モード画
像生成部３５４は、関心領域設定部３３４によって設定された関心領域に対して動作モー
ドに応じた演算等の処理を行うことによって得られた付加情報を２次元で示した動作モー
ド画像を生成する。
【００４９】
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　フローモード画像生成部３５２は、フローモードに対応した動作モード画像を生成する
。フローモード画像生成部３５２は、関心領域におけるドプラシフトを解析して血管位置
及び血液の流れに関する血流情報を付加情報として取得し、血管の有無や血流の方向を色
分けした２次元情報を示したフローモード画像を生成する。
【００５０】
　エラストモード画像生成部３５３は、エラストモードに対応した動作モード画像を生成
する。エラストモード画像生成部３５３は、超音波内視鏡２を観測対象に押し当てた際に
得られる信号と、超音波内視鏡２を観測対象に押し当てていない場合に得られる信号との
差分（変化量）に基づき、関心領域における観測対象の硬さに関する情報を付加情報とし
て取得し、硬さに応じた色情報を２次元で示したエラストモード画像を生成する。
【００５１】
　造影剤モード画像生成部３５４は、造影剤モードに対応した動作モード画像を生成する
。造影剤モード画像生成部３５４は、超音波造影剤からの高調波成分に基づく血流情報を
付加情報として取得し、血流情報に応じた色情報を２次元で示した造影剤モード画像を生
成する。
【００５２】
　境界画像生成部３５５は、Ｂモード画像への重畳時にＢモード画像を複数の分割領域に
分割する網の目状の境界を示した境界画像を生成する。境界画像生成部３５５は、表示装
置４に表示されるＢモード画像を複数の領域に分割するための境界を示す境界画像を生成
する。境界の位置、形状、または、各領域を区切る境界線の本数を示す境界パターンとし
て、所定のパターンがデフォルト設定されている。なお、操作者は、境界の位置、形状ま
たは境界線の本数の変更を指示する指示情報を入力部３８から入力することによって、境
界パターンを変更し、分割する領域の個数や大きさ、形状等を変更可能である。境界画像
生成部３５５は、境界とともに、Ｂモード画像の各領域に対応する位置に各領域を識別す
るための領域識別情報を示した境界画像を生成する。
【００５３】
　画像合成部３６は、Ｂモード画像生成部３５１が生成したＢモード画像に対し、境界画
像生成部３５５が生成した境界画像が重畳されるようにＢモード画像と境界画像とを合成
した境界合成画像を生成する境界画像合成部３６１と、Ｂモード画像生成部３５１が生成
したＢモード画像に対し、フローモード画像生成部３５２、エラストモード画像生成部３
５３または造影剤モード画像生成部３５４が生成した動作モード画像を重畳させたモード
合成画像を生成するモード画像合成部３６２と、を備える。境界画像合成部３６１は、表
示装置４に表示される超音波画像上に網の目状の境界により複数に分割された分割領域が
表示されるように超音波画像を処理した境界合成画像を生成する。画像合成部３６は、入
力されたＢモード画像を図示しないバッファに保持し、合成画像生成時に、合成対象とな
るＢモード画像をバッファから抽出し、抽出したＢモード画像に、動作モード画像或いは
境界画像を重畳させた合成画像を生成する。画像合成部３６は、文字画像や小画面画像を
Ｂモード画像に重畳させる処理も行う。
【００５４】
　表示制御部３７は、Ｂモード画像生成部３５１により生成されたＢモード画像或いは画
像合成部３６により生成された合成画像に対して、表示装置４における画像の表示レンジ
に応じて定まるデータステップ幅に応じたデータの間引きや、階調処理などの所定の処理
を施した後、処理後の画像を表示用画像として表示装置４に出力する。この結果、Ｂモー
ド画像上に境界と領域識別情報とが示された境界合成画像が表示装置４において表示され
る。或いは、Ｂモード画像上に各動作モードに応じた付加情報が２次元で重畳されたモー
ド合成画像が表示装置４において表示される。
【００５５】
　入力部３８は、各種情報の入力を受け付ける入力デバイスによって実現される。入力部
３８は、複数の設定可能な動作モードから任意の動作モードを選択するモード選択情報の
入力を受け付けるモード選択情報入力部３８１、及び、境界画像の境界によって分割され
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たＢモード画像における複数の領域から、任意の領域を選択する領域選択情報の入力を受
け付ける領域選択情報入力部３８２を有する。領域選択情報入力部３８２は、音声で入力
された領域選択情報を受け付ける。領域選択情報入力部３８２は、トラックボール等のポ
インティングデバイスで構成され、音声以外で入力された領域選択情報を受け付ける構成
であってもよい。モード選択情報入力部３８１は、ポインティングデバイスで構成される
他、音声で入力されたモード選択情報を受け付ける構成であってもよい。モード選択情報
は、複数の特徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための第１の動作モード
、及び、第１の動作モードで得られる特徴的な生体情報と異なる生体情報を検出するため
の第２の動作モードのうち、いずれか一方を選択する情報である。
【００５６】
　記憶部３９は、超音波観測システム１を動作させるための各種プログラム、及び超音波
観測システム１の動作に必要な各種パラメータ等を含むデータなどを記憶する。記憶部３
９は、超音波観測システム１の作動方法を実行するための作動プログラムを含む各種プロ
グラムを記憶する。記憶部３９は、各種プログラム等が予めインストールされたＲＯＭ、
及び各処理の演算パラメータやデータ等を記憶するＲＡＭ等を用いて実現される。記憶部
３９は、動作モードごとに予め対応付けられた複数の関心領域設定方法を示す関心領域設
定方法テーブル３９１を記憶する。
【００５７】
　図２は、関心領域設定方法テーブル３９１の一例を示す図である。関心領域設定方法テ
ーブル３９１は、図２に例示するテーブルＴ１のように、各関心領域設定方法を識別する
ための複数の関心領域設定方法番号Ｗ１～Ｗ３３が、各動作モードと超音波内視鏡２のタ
イプ情報との組み合わせごとに予め対応付けられている。関心領域設定方法番号Ｗ１～Ｗ
３３は、各番号にそれぞれ対応する関心領域設定方法の実行プログラムと対応付けられて
いる。関心領域設定方法選択部３３３は、テーブルＴ１を参照し、モード選択情報におい
て選択された動作モード及び超音波内視鏡２のタイプに応じた関心領域設定方法番号を選
択する。関心領域設定部３３４は、関心領域設定方法選択部３３３によって選択された関
心領域設定方法番号に対応する関心領域設定方法の実行プログラムを用いて、動作モード
に応じた関心領域を設定する。
【００５８】
　次に、図１に示す超音波観測装置３の作動方法について説明する。図３は、超音波観測
装置３が関心領域を設定し、設定した関心領域に対応する合成画像を生成するまでの処理
手順を示すフローチャートである。
【００５９】
　図３に示すように、超音波観測装置３では、送信部３１がＢモード画像用のパルス信号
を超音波振動子２１に送信して受信信号処理部３２が超音波振動子２１によるエコー信号
を基に生成したＲＦデータをＢモード画像生成部３５１が処理してＢモード画像を生成す
るＢモード画像生成処理を行う（ステップＳ１）。表示制御部３７は、Ｂモード画像を表
示装置４に出力し、表示させるＢモード画像表示制御処理を行う（ステップＳ２）。図４
は、超音波観測装置３が生成するＢモード画像と、該Ｂモード画像に境界画像を重畳させ
た境界合成画像との一例を示す図である。Ｂモード画像は、図４の（１）のＢモード画像
Ｂ１のように、ＲＦデータの振幅を輝度に変換して２次元で示したグレースケール画像で
ある。なお、内視鏡情報取得部３３１は、超音波内視鏡２の超音波観測装置３への接続時
に内視鏡情報メモリ２２から超音波内視鏡２の識別情報を取得しており、制御部３３は、
ステップＳ１の段階で、超音波観測装置３に接続する超音波内視鏡２のタイプ及び世代等
の情報を保持済みである。
【００６０】
　モード選択情報入力部３８１は、複数の動作モードから任意の動作モードを選択するモ
ード選択情報の入力を受け付けるモード選択情報入力処理を行う（ステップＳ３）。この
モード選択情報は、操作者によって入力デバイスが操作されることによってモード選択情
報入力部３８１から制御部３３に入力される他、音声で入力される。
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【００６１】
　モード設定部３３２は、モード選択情報入力部３８１が受け付けたモード選択情報を取
得し、超音波観測装置３が実行可能である複数の動作モードの中から、モード選択情報に
おいて選択された動作モードを、実際に実行する動作モードとして設定するモード設定処
理を行う（ステップＳ４）。なお、関心領域は、所定の領域がデフォルト設定されており
、超音波観測装置３の各部の処理動作によって、デフォルト設定された関心領域に対する
動作モード画像が生成され、Ｂモード画像に重畳された状態で表示装置４に表示される。
【００６２】
　制御部３３は、境界表示の指示があるか否かを判断する（ステップＳ５）。制御部３３
は、境界画像のＢモード画像への重畳表示を指示する指示情報の入力の有無によって境界
表示の指示があるか否かを判断する。この指示情報は、操作者によって入力デバイスが操
作されることによって入力部３８から制御部３３に入力される他、音声で入力される。例
えば、操作者が「境界」と発声した場合に、境界画像のＢモード画像への重畳表示を指示
する指示情報が制御部３３に入力される。制御部３３は、この境界表示の指示がないと判
断した場合には（ステップＳ５：Ｎｏ）、指示情報が入力されるまでステップＳ５の判断
処理を繰り返す。
【００６３】
　制御部３３が、境界表示の指示があると判断した場合には（ステップＳ５：Ｙｅｓ）、
境界画像生成部３５５は、Ｂモード画像を複数の領域に分割する境界を示した境界画像を
生成する境界画像生成処理を行う（ステップＳ６）。境界画像合成部３６１が、合成対象
となるＢモード画像に、ステップＳ６において生成された境界画像を重畳させた境界合成
画像を生成する境界合成画像生成処理を行う（ステップＳ７）。表示制御部３７が、境界
合成画像を表示装置４に表示させる境界合成画像表示制御処理を行う（ステップＳ８）。
ステップＳ８においては、図４の（２）に例示するように、デフォルト設定された所定の
パターンで複数の境界が位置する境界画像をＢモード画像Ｂ１に重畳させた境界合成画像
Ｍ１が表示される。境界合成画像Ｍ１に示すように、境界合成画像には、境界を示す破線
とともに、Ｂモード画像Ｂ１の各領域に対応する位置に各領域を識別するための領域番号
（領域識別情報）が示される。
【００６４】
　制御部３３は、領域選択情報が入力されたか否かを判断する（ステップＳ９）。制御部
３３は、領域選択情報入力部３８２において、領域選択情報の入力を受け付ける領域選択
情報入力処理が行なわれたか否かを基に領域選択情報が入力されたか否かを判断する。領
域選択情報は、音声で入力される。領域選択情報は、操作者による入力デバイスの操作に
よって領域選択情報入力部３８２に入力されてもよい。制御部３３は、この領域選択情報
の入力がないと判断した場合には（ステップＳ９：Ｎｏ）、領域選択情報が入力されるま
でステップＳ９の判断処理を繰り返す。
【００６５】
　制御部３３が領域選択情報の入力があったと判断した場合（ステップＳ９：Ｙｅｓ）、
すなわち、領域選択情報入力部３８２において、領域選択情報の入力を受け付ける領域選
択情報入力処理が行なわれた場合、関心領域設定方法選択部３３３は、記憶部３９に記憶
された関心領域設定方法テーブル３９１を参照する（ステップＳ１０）。関心領域設定方
法選択部３３３は、参照した関心領域設定方法テーブル３９１における複数の関心領域設
定方法の中から、モード設定処理において設定された動作モードに応じた関心領域設定方
法を選択する関心領域設定方法選択処理を行う（ステップＳ１１）。図２のテーブルＴ１
で例示したように、関心領域設定方法テーブル３９１においては、各動作モードと超音波
内視鏡２のタイプ情報との組み合わせごとに、各関心領域設定方法が対応付けられている
。関心領域設定方法選択部３３３は、参照した関心領域設定方法テーブル３９１における
複数の関心領域設定方法の中から、モード設定処理において設定された動作モードと、超
音波観測装置３に接続する超音波内視鏡２のタイプ及び世代と、に対応した関心領域設定
方法を選択する。
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【００６６】
　関心領域設定部３３４は、領域選択情報において選択された任意の領域を基に、関心領
域設定方法選択処理において選択された関心領域設定方法を用いて算出することで、Ｂモ
ード画像上に、改めて、動作モードと超音波内視鏡２の内視鏡タイプ等とに対応した関心
領域を設定する関心領域設定処理を行う（ステップＳ１２）。
【００６７】
　超音波観測装置３では、画像処理部３４が、関心領域設定処理によって改めて設定され
た関心領域に対して、モード設定処理において設定された動作モードに応じた処理を行う
ことによって得られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を生成し、画像合成部３
６が、この動作モード画像を、合成対象のＢモード画像に重畳させたモード合成画像を生
成し、表示制御部３７が、このモード合成画像を表示装置４に表示させるモード処理を行
う（ステップＳ１３）。なお、図３は超音波観測装置３の処理手順の一例であり、モード
選択情報が入力される前に、領域情報が入力される場合もある。
【００６８】
　次に、図３に示す関心領域設定方法選択処理及び関心領域設定処理について説明する。
関心領域設定方法選択部３３３は、超音波観測装置３に接続する超音波内視鏡２の内視鏡
タイプがラジアルＡタイプで、動作モードとしてフローモードが選択されている場合には
、図２のテーブルＴ１で示された複数の関心領域設定方法番号Ｗ１～Ｗ３３の中から関心
領域設定方法番号Ｗ１に対応する関心領域設定方法を選択する。関心領域設定方法番号Ｗ
１に対応する関心領域設定方法は、領域選択情報において第１の領域及び第２の領域が選
択された場合、第１の領域及び第２の領域と、第１の領域及び第２の領域を通過する音線
のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域とを、関心領
域として設定する方法である。例えば、境界合成画像Ｍ１における超音波振動子の走査方
向に沿う曲線状の境界のうち、同じ境界上の超音波信号同士であれば、同等の超音波信号
の受信深度を有するといえる。図５～図８は、関心領域設定方法番号Ｗ１に対応する関心
領域設定方法を説明するための図である。
【００６９】
　例えば、操作者が「１２、１３」と発声した場合には、境界合成画像Ｍ１の領域１２及
び領域１３を選択する領域選択信号が領域選択情報入力部３８２によって入力を受け付け
られる（図５の（１）参照）。図５の（１）の境界合成画像Ｍ１に示すように、選択され
た領域１２及び領域１３は、隣り合っているため、関心領域設定部３３４は、関心領域設
定方法番号Ｗ１に対応する関心領域設定方法を用いることによって、領域１２と領域１３
とを合わせた領域Ｒ１を関心領域として設定する（図５の（２）参照）。これによって、
フローモード画像生成部３５２は、領域Ｒ１における血流の有無や血流の方向を色分けし
たフローモード画像を生成するため、表示装置４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ１に
、血流の方向に応じた色情報が重畳されたモード合成画像Ｆ１が表示される（図５の（２
）参照）。
【００７０】
　また、操作者が「２、３４」と発声した場合には、境界合成画像Ｍ１の領域２及び領域
３４を選択する領域選択信号が領域選択情報入力部３８２によって入力を受け付けられる
（図６の（１）参照）。図６の（１）の境界合成画像Ｍ１に示すように、領域２及び領域
３４が選択された場合、関心領域設定部３３４は、関心領域設定方法番号Ｗ１に対応する
関心領域設定方法を用いることによって、領域２及び領域３４と、領域２及び領域３４を
通過する音線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域
３，４，１２～１４，２２～２４，３２，３３とを含む領域Ｒ２を、関心領域として設定
する（図６の（２）参照）。これによって、フローモード画像生成部３５２は、領域Ｒ２
に対して血流の有無や血流の方向を色分けしたフローモード画像を生成するため、表示装
置４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ２に、血流の有無や血流の方向を色分けされた２
次元情報が重畳されたモード合成画像Ｆ２が表示される（図６の（２）参照）。この関心
領域設定方法番号Ｗ１に対応する関心領域設定方法によれば、血流情報を視認したい領域
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を関心領域として設定するには、操作者は、視認したい領域の始点となる領域番号及び終
点となる領域番号を発声するだけで足りる。
【００７１】
　また、操作者が「２４、３３」と発声した場合には、境界合成画像Ｍ１の領域２４及び
領域３３を選択する領域選択信号が領域選択情報入力部３８２によって入力を受け付けら
れる（図７の（１）参照）。この場合には、関心領域設定部３３４は、関心領域設定方法
番号Ｗ１に対応する関心領域設定方法を用いることによって、領域２４及び領域３３と、
領域２４及び領域３３を通過する音線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深
度の音線が通過する領域２３，３４とを含む領域Ｒ３を関心領域として設定する（図７の
（２）参照）。これによって、フローモード画像生成部３５２は、領域Ｒ３におけるフロ
ーモード画像を生成するため、表示装置４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ３に、血流
の有無や血流の方向を色分けされた２次元情報が重畳されたモード合成画像Ｆ３が表示さ
れる（図７の（２）参照）。また、操作者が「２３」と発声した時、すなわち、単数の領
域が領域選択情報において選択された時には（図８の（１）参照）、図８の（２）に示す
ように、関心領域設定部３３４は、関心領域設定方法番号Ｗ１に対応する関心領域設定方
法を用いることによって、領域２３（領域Ｒ４）を関心領域として設定するため、表示装
置４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ４に、血流の有無や血流の方向を色分けされた２
次元情報が重畳されたモード合成画像Ｆ４が表示される（図８の（２）参照）。
【００７２】
　関心領域設定方法選択部３３３は、超音波観測装置３に接続する超音波内視鏡２の内視
鏡タイプがラジアルＡタイプで、動作モードとしてエラストモードが選択されている場合
には、図２のテーブルＴ１で示された複数の関心領域設定方法番号Ｗ１～Ｗ３３の中から
関心領域設定方法番号Ｗ２に対応する関心領域設定方法を選択する。関心領域設定方法番
号Ｗ２に対応する関心領域設定方法は、領域選択情報において第１の領域及び第２の領域
が選択された場合、第１の領域及び第２の領域と、第１の領域及び第２の領域を通過する
音線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域とにおけ
る各領域の対角線の中点を頂点とする領域を、関心領域として設定する方法である。
【００７３】
　図９は、関心領域設定方法番号Ｗ２に対応する関心領域設定方法を説明するための図で
ある。例えば、操作者が「２４、３３」と発声した場合には、境界合成画像Ｍ１の領域２
４及び領域３３を選択する領域選択信号が領域選択情報入力部３８２によって入力を受け
付けられる（図９の（１）参照）。この場合には、関心領域設定部３３４は、関心領域設
定方法番号Ｗ２に対応する関心領域設定方法を用いることによって、図９の（２）に示す
ように、領域２４及び領域３３と、領域２４及び領域３３を通過する音線のうち最も浅い
深度から最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域２３，３４とにおける各領域
の対角線Ｌ１～Ｌ４の中点Ｄ１～Ｄ４を頂点とする領域Ｒ５を関心領域として設定する。
これによって、エラストモード画像生成部３５３は、領域Ｒ５における観測対象の硬さに
応じた色情報を示したエラストモード画像を生成するため、表示装置４では、Ｂモード画
像Ｂ１上の領域Ｒ５に、硬さに応じた色情報が重畳されたモード合成画像Ｆ５が表示され
る（図９の（２）参照）。
【００７４】
　エラストモードは、関心領域内の組織の相対的な硬さを示すモードであるため、診断対
象を関心領域内に収めても、関心領域内の位置や大きさによって対象の色づきが変わるこ
とから、関心領域の位置及び大きさを診断対象に対応させて最適化する必要がある。ここ
で、領域２４と領域３３との間に診断対象が存在する場合に、関心領域設定方法番号Ｗ１
を用いて領域２３，２４，３３，３４を含むように関心領域を設定すると、診断対象が占
める領域が他の対象が占める領域よりも相対的に小さくなり、診断対象の硬さが精密に表
示されない。これに対し、関心領域設定方法番号Ｗ２に対応する関心領域設定方法は、領
域２３，２４，３３，３４における各領域の対角線Ｌ１～Ｌ４の中点Ｄ１～Ｄ４を頂点と
して囲んだ領域Ｒ５を関心領域として設定する方法である。すなわち、診断対象が存在す
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る領域２４，３３をそのまま選択した場合であっても、診断対象が占める領域が適切な割
合となるように自動的に関心領域が設定される。このため、この関心領域設定方法によれ
ば、エラストモードに適した領域が関心領域として設定されるため、エラストモードでの
測定精度（表示精度）を高くすることができる。
【００７５】
　関心領域設定方法選択部３３３は、超音波観測装置３に接続する超音波内視鏡２の内視
鏡タイプがラジアルＡタイプで、動作モードとして造影剤モードが選択されている場合に
は、図２のテーブルＴ１で示された複数の関心領域設定方法番号Ｗ１～Ｗ３３の中から関
心領域設定方法番号Ｗ３に対応する関心領域設定方法を選択する。関心領域設定方法番号
Ｗ３に対応する関心領域設定方法は、領域選択情報において選択された領域と該領域の周
囲の所定範囲の領域とを関心領域として設定する方法である。
【００７６】
　図１０は、関心領域設定方法番号Ｗ３に対応する関心領域設定方法を説明するための図
である。例えば、操作者が「２３」と発声した場合には、境界合成画像Ｍ１の領域２３を
選択する領域選択信号が領域選択情報入力部３８２によって入力を受け付けられる（図１
０の（１）参照）。この場合には、関心領域設定部３３４は、図１０の（２）に示すよう
に、領域選択情報において選択された領域２３と、該領域２３に隣り合う全ての領域１２
～１４，２２，２４，３２～３４とを含む領域Ｒ６を関心領域として設定する。これによ
って、造影剤モード画像生成部３５４は、領域Ｒ６における超音波造影剤からの高調波成
分に基づく血流情報に応じた色情報を示した造影剤モード画像を生成するため、表示装置
４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ６に、血流情報に応じた色情報が重畳されたモード
合成画像Ｆ６が表示される（図１０の（２）参照）。造影剤モードの場合には、一般的に
、比較的広い領域を視認する必要がある。関心領域設定方法番号Ｗ３に対応する関心領域
設定方法によれば、操作者は、確認したい領域の中央近傍の領域のみを発声するだけ本来
視認したい広い領域を関心領域として設定できる。
【００７７】
　関心領域設定方法選択部３３３は、超音波観測装置３に接続する超音波内視鏡２の内視
鏡タイプがコンベックスＡタイプで、動作モードとしてフローモードが選択されている場
合には、図２のテーブルＴ１で示された複数の関心領域設定方法番号Ｗ１～Ｗ３３の中か
ら関心領域設定方法番号Ｗ２１に対応する関心領域設定方法を選択する。関心領域設定方
法番号Ｗ２１に対応する関心領域設定方法は、領域選択情報において選択された領域と、
穿刺針の先端が通る経路が含まれる領域とを少なくとも含むように関心領域を設定する方
法である。
【００７８】
　図１１及び図１２は、関心領域設定方法番号Ｗ２１に対応する関心領域設定方法を説明
するための図であり、図１１及び図１２において、位置Ｄｎは、超音波内視鏡３から穿刺
針が突出する先端開口部に対応する。例えば、操作者が「２３」と発声した場合には、境
界合成画像Ｍ１の領域２３を選択する領域選択信号が領域選択情報入力部３８２によって
入力を受け付けられる（図１１の（１）参照）。この場合には、関心領域設定部３３４は
、図１１の（２）に示すように、領域選択情報において選択された領域２３と、穿刺針の
先端が通る経路Ｎ１が含まれる領域Ａ１（領域４～７及び１４～１７）とを含む領域、具
体的には、領域２３から領域Ａ１までの領域３～７，１３～１７，２３～２７を含む広い
領域Ｒ７を関心領域として設定する（図１１の（３）参照）。これによって、フローモー
ド画像生成部３５２は、領域Ｒ７における血流の方向に応じた色情報を示したフローモー
ド画像を生成するため、表示装置４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ７に、血流の有無
や血流の方向を色分けされた２次元情報が重畳されたモード合成画像Ｆ７が表示される（
図１１の（３）参照）。このように、超音波内視鏡２の内視鏡タイプがコンベックスＡタ
イプの場合には、穿刺針の先端が突出する先端開口部に対応する位置Ｄｎを始点とし、操
作者に選択された領域２３を終点とした領域Ｒ７に対してフローモードに応じた処理が行
なわれるため、操作者は、モード合成画像Ｆ７を視認することによって、穿刺針の経路上
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及び経路周囲に位置する血管の太さ等を認識することができ、最適な経路で穿刺針を突出
させることができる。
【００７９】
　関心領域設定方法番号Ｗ２１に対応する関心領域設定方法は、領域選択情報において選
択された領域２３（図１２の（１）参照）から、穿刺針の先端が通る経路が含まれる領域
Ａ１（図１２の（２）参照）までの領域３～７，１３～１７，２３～２７を含む領域に加
え、穿刺針の最大突出時に穿刺針の先端が到達すると推定できる領域３３（図１２の（２
）参照）も含む領域Ｒ８を関心領域として設定してもよい。穿刺針の先端が突出する先端
開口部に対応する位置Ｄｎ、穿刺針のおよその突出方向及び穿刺針の最大突出長さは分か
っているため、穿刺針の最大突出時に穿刺針の先端が到達する領域を推定することは可能
である。表示装置４では、Ｂモード画像Ｂ１上の領域Ｒ８に、血流の有無や血流の方向を
色分けされた２次元情報が重畳されたモード合成画像Ｆ８が表示される（図１２の（３）
参照）。このように、穿刺針の最大突出時に穿刺針の先端が到達すると推定できる領域３
３も加えた領域Ｒ８についてもフローモード画像が表示されるように関心領域を設定して
もよい。
【００８０】
　上述したように、実施の形態１においては、動作モードごとに予め対応付けられた複数
の関心領域設定方法の中から、モード選択情報において選択された動作モードに応じた関
心領域設定方法を用いて算出することで、関心領域を改めて設定する関心領域設定部３３
４を備える。このため、実施の形態１によれば、操作者は、境界画像とＢモード画像との
合成画像において示された複数の領域の中から任意の領域を一度選択するだけで、超音波
観測装置３が自動的に動作モードごとに任意の領域に基づいて関心領域を最適化する。す
なわち、動作モードに応じて、操作者が選択した任意の領域以外の位置や大きさで関心領
域を最適化できる。したがって、本実施の形態１によれば、簡易な操作で動作モードごと
に適した関心領域を設定することができる。そして、実施の形態１においては、関心領域
設定のために新たな演算処理を構築するのではなく、予め動作モードごとに対応付けられ
た複数の関心領域設定方法の中から動作モードに応じた関心領域設定方法を選択するだけ
であるため、短時間で関心領域を設定することができる。
【００８１】
　また、実施の形態１では、領域選択情報入力部３８２は、音声での領域選択情報の入力
を受け付ける。このため、実施の形態１によれば、操作者が、任意の領域の識別番号を一
度発声するだけで、超音波観測装置３が動作モードごとに適した関心領域を自動的に設定
するため、操作者は、領域選択情報の入力のために超音波内視鏡２から手を離してポイン
ティングデバイスを操作する必要もない。
【００８２】
　また、実施の形態１によれば、動作モードのみではなく、超音波観測装置３に接続する
超音波内視鏡２の内視鏡タイプや世代等にも対応した関心領域設定方法を選択して関心領
域を設定するため、超音波内視鏡２の内視鏡タイプごとに関心領域を最適化することがで
きる。
【００８３】
（実施の形態２）
　次に、実施の形態２について説明する。図１３は、本実施の形態２にかかる超音波観測
システムの構成を示すブロック図である。図１３に示すように、実施の形態２にかかる超
音波観測システム２０１は、図１の超音波観測装置３に代えて、超音波観測装置２０３を
有する。超音波観測装置２０３は、境界パターン設定部２３３５を有する制御部２３３及
び、画像生成部２３５を有する画像処理部２３４を備える。画像生成部２３５は、境界画
像生成部２３５５を有する。
【００８４】
　境界パターン設定部２３３５は、動作モードごとに予め対応付けられた複数の境界パタ
ーンの中から、モード選択情報において選択された動作モードに応じた境界パターンを境
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界画像生成部２３５５における境界画像の境界として設定する。境界パターン設定部２３
３５は、動作モードと超音波内視鏡２の識別情報との組み合わせごとに予め対応付けられ
た複数の境界パターンの中から、モード選択情報において選択された動作モード及び内視
鏡情報取得部３３１によって取得された超音波内視鏡２の識別情報に応じた境界パターン
を境界画像生成部２３５５における境界画像の境界として設定する。
【００８５】
　境界画像生成部２３５５は、境界パターン設定部２３３５によって設定された境界パタ
ーンで境界を示した境界画像を生成する。
【００８６】
　記憶部３９は、動作モードごとに予め対応付けられた複数の境界パターンを示す境界パ
ターンテーブル２３９１を記憶する。図１４は、境界パターンテーブル２３９１の一例を
示す図である。境界パターンテーブル２３９１は、図１４に例示するテーブルＴ２のよう
に、各境界パターンを識別するための複数の境界パターン番号Ｐ１～Ｐ３３が、各動作モ
ードと超音波内視鏡２のタイプ情報との組み合わせごとに、予め対応付けられている。境
界パターン番号Ｐ１～Ｐ３３は、各番号にそれぞれ対応する境界パターンと対応付けられ
ている。記憶部３９は、各境界パターン番号にそれぞれ対応する境界パターンを記憶する
。
【００８７】
　図１５は、超音波観測装置２０３が関心領域を設定し、設定した関心領域に対応する合
成画像を生成するまでの処理手順を示すフローチャートである。図１５に示すステップＳ
２１～ステップＳ２５は、図３に示すステップＳ１～ステップＳ５である。制御部２３３
が、境界表示の指示があると判断した場合には（ステップＳ２５：Ｙｅｓ）、境界パター
ン設定部２３３５は、記憶部３９に記憶された境界パターンテーブル２３９１を参照する
（ステップＳ２６）。境界パターン設定部２３３５は、参照した境界パターンテーブル２
３９１における境界パターン番号の中から、モード選択情報において選択された動作モー
ド及び内視鏡情報取得部３３１によって取得された超音波内視鏡２の識別情報に応じた境
界パターン番号を選択し、選択した境界パターン番号に対応する境界パターンを、境界画
像生成部２３５５における境界画像の境界として設定する境界パターン設定処理を行う（
ステップＳ２７）。これによって、境界画像生成部２３５５は、境界パターン設定部２３
３５によって設定された境界パターン番号に対応する境界パターンを記憶部３９から読み
出し、読み出した境界パターンで境界を示した境界画像を生成する境界画像生成処理を行
う（ステップＳ２８）。図１５に示すステップＳ２９～ステップＳ３５は、図３に示すス
テップＳ７～ステップＳ１３である。
【００８８】
　次に、図１５に示す境界パターン設定処理において設定される各境界パターンについて
説明する。図１６～図２０は、各境界パターンの一例を説明するための図である。
【００８９】
　たとえば、境界パターン番号Ｐ１に対応する境界パターンは、デフォルト設定された境
界パターンであり、図１６の境界合成画像Ｇ－Ｐ１に示すように、画像上部から放射状に
延伸する６本の直線と、該直線と交差する７本の円弧とによって領域の境界が示され、Ｂ
モード画像を３２分割する。
【００９０】
　境界パターン設定部２３３５は、超音波観測装置２０３に接続する超音波内視鏡２がラ
ジアルＡタイプで、動作モードとして造影剤モードが選択されている場合には、図１４の
テーブルＴ２で示された複数の境界パターン番号Ｐ１～Ｐ３３の中から、境界パターン番
号Ｐ３に対応する境界パターンを設定する。境界パターン番号Ｐ３に対応する境界パター
ンは、例えば図１７の境界合成画像Ｇ－Ｐ３に示すように、デフォルトの境界パターンが
分割する各領域よりも大きな領域が配置されるように各境界が示されたパターンである。
この境界パターン番号Ｐ３に対応する境界パターンは、画像上部から放射状に延伸する３
本の直線と該直線と交差する３本の円弧とによって領域の境界が示され、Ｂモード画像を
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１０分割する。なお、境界パターン設定部２３３５が設定した境界パターンに応じて、関
心領域設定方法選択部３３３も、最適な関心領域設定方法を設定すればよい。
【００９１】
　境界パターン設定部２３３５は、超音波内視鏡２がコンベックスＡタイプであることを
示す識別情報が内視鏡情報取得部３３１によって取得された場合、例えば図１６の境界合
成画像Ｇ－Ｐ１に示す所定の基準境界パターンが分割する領域のうち、穿刺針の最大突出
時に穿刺針の先端が到達すると推定できる領域３４を囲む境界の内部をさらに複数に区切
った境界パターンを設定する。これによって、穿刺針が到達すると推定できる領域３４の
分割領域３４ａ～３４ｄのそれぞれについても任意の領域として選択することができ、関
心領域の大きさを微調整することができる。具体的には、境界パターン設定部２３３５は
、超音波観測装置２０３に接続する超音波内視鏡２がコンベックスＡタイプで、動作モー
ドとしてフローモードが選択されている場合には、図１４のテーブルＴ２で示された複数
の境界パターン番号Ｐ１～Ｐ３３の中から、境界パターン番号Ｐ２１に対応する境界パタ
ーンを設定する。境界パターン番号Ｐ２１に対応する境界パターンは、例えば図１８の境
界合成画像Ｇ－Ｐ２１に示すように、デフォルトの境界パターンが分割する領域のうち、
領域３４の内部をさらに４つに区切った破線がさらに示されたパターンである。領域３４
の各分割領域には、「３４ａ～３４ｄ」の識別番号が付される。
【００９２】
　また、境界パターン番号Ｐ２１に対応する境界パターンは、例えば図１９の境界合成画
像Ｇ－Ｐ２１－１に示すように、領域３４を囲む境界を示す破線、及び、領域３４を囲む
境界の内部をさらに４つに区切った破線のみを示したパターンであってもよい。
【００９３】
　また、境界パターン番号Ｐ２１に対応する境界パターンは、例えば図２０の境界合成画
像Ｇ－Ｐ２１－２に示すように、領域３４を囲む境界を所定倍率で拡大し、該拡大した境
界が囲む領域３４´の内部をさらに領域３４ａ´～３４ｉ´の９つの領域に区切った破線
を示したパターンであってもよい。言い換えると、境界パターン設定部２３３５は、基準
の境界パターンが分割する領域のうち穿刺針の先端が到達すると推定できる領域を囲む境
界を所定の倍率で拡大し、該拡大した境界の内部をさらに複数に区切った境界パターンを
設定してもよい。この結果、超音波内視鏡２がコンベックスＡタイプの場合には、領域選
択情報において、穿刺針の先端が到達すると推定できる領域を厳密に選択することができ
、関心領域をさらに最適なものに微調整することができる。
【００９４】
　上述したように、実施の形態２では、各動作モード、超音波内視鏡２のタイプや世代に
対応する境界パターンを設定して境界画像を生成している。このため、実施の形態２によ
れば、操作者は、動作モードや超音波内視鏡２のタイプや世代に適した区切り方で領域が
区切られた中から、観察に適した領域を選択できるため、動作モードや超音波内視鏡２の
タイプや世代に合った領域を柔軟に選択することができ、関心領域の大きさも最適なもの
が得られる。
【００９５】
　また、上述した実施の形態１，２では、動作モードとしてフローモード、エラストモー
ドまたは造影剤モードが設定されるものとして説明したが、これに限らず、例えば、距離
計測モード、面積計測モード、パルスドプラモード、コントラストハーモニックモードま
たはティシューハーモニックモードであってもよい。
【００９６】
　また、関心領域設定部３３４は、関心領域内の画像を解析し、関心領域を補正して関心
領域をさらに最適化してもよい。この場合、関心領域設定部３３４は、関心領域内部の画
像におけるヒストグラム（ノイズ）分布、輪郭、流量分布または歪量分布を取得すること
によって画像解析を行う。この場合、モード処理対象の領域として不要な領域を削除する
ことができ、各動作モードの処理速度も上がり、フレームレートの向上を図ることができ
る。そして、エラストモードの場合には、測定精度（表示制度）を高めることができる。
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【００９７】
　また、実施の形態１，２において、超音波観測装置３，２０３は、操作者が動作モード
を変更した場合には、改めて、図３のステップＳ１或いは図１５のステップＳ２１から始
まる各処理を実行する。また、実施の形態１において、図３のステップＳ９以降において
、操作者が「境界」と発声した場合には、ステップＳ６に戻り、改めて境界画像を生成し
、Ｂモード画像に重畳させた境界合成画像を生成、表示させてもよい。これは、実施の形
態２においても同様であり、図１５に示すステップＳ３１以降において、操作者が「境界
」と発声した場合には、ステップＳ２６に戻る。また、図３のステップＳ１３或いは図１
５のステップＳ３５の処理中に、操作者が、新たな領域番号を発声した場合には、図３の
ステップＳ９或いは図１５のステップＳ３１に戻り、以降の処理を行えばよい。また、実
施の形態１，２では、Ｂモード画像上の各領域を境界線で囲むことによって領域分けをし
た例を示したが、各領域をそれぞれ色分けすることによって領域分けをしてもよい。
【００９８】
　また、上述した実施の形態１，２では、超音波観測装置３，２０３及び表示装置４が別
体として設けられているものとして説明したが、超音波観測装置３，２０３及び表示装置
４が一体的なものであってもよい。
【００９９】
　本実施の形態にかかる超音波観測装置３，２０３の構成部で実行される各処理に対する
作動プログラムは、インストール可能な形式又は実行可能な形式のファイルでＣＤ－ＲＯ
Ｍ、フレキシブルディスク、ＣＤ－Ｒ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取り可能な記録媒
体に記録して提供するように構成してもよく、インターネット等のネットワークに接続さ
れたコンピュータ上に格納し、ネットワーク経由でダウンロードさせることにより提供す
るように構成してもよい。また、インターネット等のネットワーク経由で提供または配布
するように構成してもよい。
【０１００】
　また、上述した実施の形態１，２では、観測対象が生体組織であることを例に説明した
が、材料の特性を観測する工業用の内視鏡であっても適用できる。本発明にかかる観測装
置は、体内、体外を問わず適用可能である。また、超音波のほか、赤外線などを照射して
観測対象の信号を送受信するものであってもよい。
【０１０１】
　このように、本発明は、特許請求の範囲に記載した技術的思想を逸脱しない範囲内にお
いて、様々な実施の形態を含みうるものである。
【符号の説明】
【０１０２】
　１，２０１　超音波観測システム
　２　超音波内視鏡
　３，２０３　超音波観測装置
　４　表示装置
　２１　超音波振動子
　２２　内視鏡情報メモリ
　３１　送信部
　３２　受信信号処理部
　３２１　Ｂモード信号処理部
　３２２　フローモード信号処理部
　３２３　エラストモード信号処理部
　３２４　造影剤モード信号処理部
　３３，２３３　制御部
　３４，２３４　画像処理部
　３５，２３５　画像生成部
　３６　画像合成部
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　３７　表示制御部
　３８　入力部
　３９　記憶部
　３３１　内視鏡情報取得部
　３３２　モード設定部
　３３３　関心領域設定方法選択部
　３３４　関心領域設定部
　３５１　Ｂモード画像生成部
　３５２　フローモード画像生成部
　３５３　エラストモード画像生成部
　３５４　造影剤モード画像生成部
　３５５，２３５５　境界画像生成部
　３６１　境界画像合成部
　３６２　モード画像合成部
　３８１　モード選択情報入力部
　３８２　領域選択情報入力部
　３９１　関心領域設定方法テーブル
　２３３５　境界パターン設定部
　２３９１　境界パターンテーブル

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】

【図２０】
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【手続補正書】
【提出日】平成29年3月27日(2017.3.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する
超音波観測装置であって、
　前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波の振幅を輝度に変換して
２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成部と、
　前記表示部に表示される前記超音波画像の中から任意の領域を選択する領域選択情報の
入力を受け付ける領域選択情報入力部と、
　前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、複数の特徴的な生体情報のう
ちの選択された一つを検出するための複数の動作モードから入力に応じて選択された動作
モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出することで、前記動作モード
に応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心領域を設定する関心領域設定部と、
　前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前記関心領域に対し、前
記入力に応じて選択された前記動作モードに応じた処理を行うことによって得られた付加
情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像を生成するモード画像
合成部と、
　を備えたことを特徴とする超音波観測装置。
【請求項２】
　前記表示部に表示される前記超音波画像上に網の目状の境界により複数に分割された分
割領域が表示されるように前記超音波画像を処理した境界合成画像を生成する境界画像合
成部を備え、
　領域選択情報入力部は、複数の前記分割領域から任意の領域を選択する前記領域選択情
報の入力を受け付けることを特徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
【請求項３】
　前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の関心領域設定方法の中から、前記入力
に応じて選択された前記動作モードに応じた関心領域設定方法を選択する関心領域設定方
法選択部をさらに備え、
　前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記
関心領域設定方法選択部によって選択された関心領域設定方法を用いて前記関心領域を設
定することを特徴とする請求項２に記載の超音波観測装置。
【請求項４】
　前記超音波内視鏡の識別情報を取得する内視鏡情報取得部と、
　前記動作モードと前記超音波内視鏡の識別情報との組み合わせごとに予め対応付けられ
た複数の関心領域設定方法の中から、前記入力に応じて選択された前記動作モード及び前
記内視鏡情報取得部によって取得された前記超音波内視鏡の識別情報に応じた関心領域設
定方法を選択する関心領域設定方法選択部と、をさらに備え、
　前記関心領域設定部は、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、前記
関心領域設定方法選択部によって選択された関心領域設定方法を用いて前記関心領域を設
定することを特徴とする請求項２に記載の超音波観測装置。
【請求項５】
　前記領域選択情報入力部は、音声で入力された前記領域選択情報を受け付けることを特
徴とする請求項１に記載の超音波観測装置。
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【請求項６】
　前記境界とともに、前記超音波画像の各領域に対応する位置に各領域を識別するための
領域識別情報を示した境界画像を生成する境界画像生成部をさらに備え、
　前記境界画像合成部は、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像上に前記
境界画像生成部が生成した前記境界画像が重畳されるように前記Ｂモード画像と前記境界
画像とを合成した前記境界合成画像を生成することを特徴とする請求項２に記載の超音波
観測装置。
【請求項７】
　前記境界画像合成部或いは前記モード画像合成部が生成した合成画像を、当該超音波観
測装置が接続する表示装置に表示させることを特徴とする請求項２に記載の超音波観測装
置。
【請求項８】
　前記動作モードは、フローモード、エラストモード、造影剤モードを含むことを特徴と
する請求項４に記載の超音波観測装置。
【請求項９】
　前記関心領域設定部は、
　前記入力に応じて前記フローモードが選択され、かつ、前記領域選択情報において第１
の領域及び第２の領域が選択された場合、前記第１の領域及び前記第２の領域と、前記第
１の領域及び前記第２の領域を通過する音線のうち最も浅い深度から最も深い深度までの
間の深度の音線が通過する領域とを、前記関心領域として設定し、
　前記入力に応じて前記エラストモードが選択された場合であって、前記領域選択情報に
おいて前記第１の領域及び前記第２の領域が選択された場合、前記第１の領域及び前記第
２の領域と、前記第１の領域及び前記第２の領域を通過する音線のうち最も浅い深度から
最も深い深度までの間の深度の音線が通過する領域とにおける各領域の対角線の中点を頂
点とする領域を前記関心領域として設定し、
　前記入力に応じて前記造影剤モードが選択された場合、前記領域選択情報において選択
された領域と該領域の周囲の所定範囲の領域とを前記関心領域として設定し、
　前記内視鏡情報取得部によって前記超音波内視鏡が先端開口部から穿刺針を突出可能で
あるコンベックスタイプであることを示す識別情報が取得された場合、前記領域選択情報
において選択された領域と、前記穿刺針の先端が通る経路が含まれる領域とを少なくとも
含むように前記関心領域を設定することを特徴とする請求項８に記載の超音波観測装置。
【請求項１０】
　前記動作モードごとに予め対応付けられた複数の境界パターンの中から、前記入力に応
じて選択された前記動作モードに応じた境界パターンを前記境界合成画像の境界として設
定する境界パターン設定部をさらに備え、
　前記境界画像合成部は、前記境界パターン設定部によって設定された境界パターンで前
記境界を示した前記境界合成画像を生成することを特徴とする請求項２に記載の超音波観
測装置。
【請求項１１】
　前記複数の動作モードは、造影剤モードを含み、
　前記境界パターン設定部は、前記入力に応じて前記造影剤モードが選択された場合、所
定の基準境界パターンが分割する領域よりも大きな領域に分割する境界を示す境界パター
ンを設定することを特徴とする請求項１０に記載の超音波観測装置。
【請求項１２】
　前記動作モードと前記超音波内視鏡の識別情報との組み合わせごとに予め対応付けられ
た複数の境界パターンの中から前記入力に応じて選択された前記動作モード及び前記内視
鏡情報取得部によって取得された前記超音波内視鏡の識別情報に応じた境界パターンを前
記境界合成画像の境界として設定する境界パターン設定部をさらに備え、
　前記境界画像合成部は、前記境界パターン設定部によって設定された境界パターンで前
記境界を示した前記境界合成画像を生成することを特徴とする請求項４に記載の超音波観
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測装置。
【請求項１３】
　前記境界パターン設定部は、
　前記超音波内視鏡が先端開口部から穿刺針を突出可能であるコンベックスタイプである
ことを示す識別情報が前記内視鏡情報取得部によって取得された場合、所定の基準境界パ
ターンが分割する領域のうち前記穿刺針の先端が到達すると推定できる領域を囲む境界の
内部をさらに複数に区切った境界パターンを設定し、
　前記超音波内視鏡が先端開口部から前記穿刺針を突出可能であるコンベックスタイプで
あることを示す識別情報が前記内視鏡情報取得部によって取得された場合、所定の基準境
界パターンが分割する領域のうち前記穿刺針の先端が到達すると推定できる領域を囲む境
界を所定の倍率で拡大し、該拡大した境界の内部をさらに複数に区切った境界パターンを
設定することを特徴とする請求項１２に記載の超音波観測装置。
【請求項１４】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する
超音波観測装置の作動方法であって、
　Ｂモード画像生成部が、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波
の振幅を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成処理と
、
　表示制御部が、前記Ｂモード画像を前記表示部に表示させる超音波画像表示制御処理と
、
　領域選択情報入力部が、前記表示部に表示される前記超音波画像の中から任意の領域を
選択する領域選択情報の入力を受け付ける領域選択情報入力処理と、
　関心領域設定部が、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、複数の特
徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための複数の動作モードから入力に応
じて選択された動作モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出すること
で、前記動作モードに応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心領域を設定する
関心領域設定処理と、
　モード画像合成部が、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前
記関心領域に対して前記入力に応じて選択された前記動作モードに応じた処理を行うこと
によって得られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像
を生成し、前記表示制御部が、前記モード合成画像を前記表示部に表示させるモード処理
と、
　を含むことを特徴とする超音波観測装置の作動方法。
【請求項１５】
　観測対象である被検体へ超音波を送信し、前記被検体で反射された超音波を受信する超
音波内視鏡が取得した超音波信号に基づいて、表示部に表示される超音波画像を生成する
超音波観測装置に、
　Ｂモード画像生成部が、前記超音波信号を処理することによって前記反射された超音波
の振幅を輝度に変換して２次元で示したＢモード画像を生成するＢモード画像生成手順と
、
　表示制御部が、前記Ｂモード画像を前記表示部に表示させる超音波画像表示制御手順と
、
　領域選択情報入力部が、前記表示部に表示される前記超音波画像の中から任意の領域を
選択する領域選択情報の入力を受け付ける領域選択情報入力手順と、
　関心領域設定部が、前記領域選択情報において選択された任意の領域を基に、複数の特
徴的な生体情報のうちの選択された一つを検出するための複数の動作モードから入力に応
じて選択された動作モードに予め対応付けられた関心領域設定方法を用いて算出すること
で、前記動作モードに応じた処理の対象領域である前記超音波画像の関心領域を設定する
関心領域設定手順と、
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　モード画像合成部が、前記Ｂモード画像生成部が生成した前記Ｂモード画像に対し、前
記関心領域に対して前記入力に応じて選択された前記動作モードに応じた処理を行うこと
によって得られた付加情報を２次元で示した動作モード画像を重畳させたモード合成画像
を生成し、前記表示制御部が、前記モード合成画像を前記表示部に表示させるモード手順
と、
　を実行させることを特徴とする超音波観測装置の作動プログラム。
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摘要(译)

超声波观察装置3包括：产生B模式图像的B模式图像生成部351；向其输
入了模式选择信息的模式选择信息输入部381；以及被网眼状的边界分割
的多个超声波观察图像。 边界图像合成单元361和区域选择信息输入单
元382，边界图像合成单元361生成通过对超声波图像进行处理而获得的
边界合成图像，从而显示划分的区域，区域选择信息输入单元382输入选
择B模式图像的任意区域的区域选择信息。 ，并且基于由区域选择信息
选择的任意区域，通过使用先前与在模式选择信息中选择的操作模式相
关联的关注区域设置方法，来设置关注区域。 提供区域设置单元334。 
这提供了一种超声观察设备，其能够以简单的操作来设置适合于每种操
作模式的关注区域。
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